
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
五
号

ガ
ス
熱
量
変
更
引
当
金
に
関
す
る
省
令

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第

二
十
七
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
ガ
ス
熱
量
変
更
引
当

金
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一
　
「
熱
量
変
更
計
画
」
と
は
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
ガ
ス
の
供
給
計
画
（
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
供
給

計
画
）
に
定
め
ら
れ
た
ガ
ス
の
熱
量
の
変
更
（
供
給

す
る
ガ
ス
（
一
二
Ａ
又
は
一
三
Ａ
の
ガ
ス
グ
ル
ー
プ

（
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産

業
省
令
第
九
十
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
ガ
ス

グ
ル
ー
プ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
を
一
三
Ａ
の
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る

も
の
（
そ
の
熱
量
が
四
十
一
・
八
メ
ガ
ジ
ュ
ー
ル
毎

立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
転
換
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
熱
量
変
更
」
と
い
う
。
）

の
計
画
を
い
う
。

二
　
「
適
用
事
業
年
度
」
と
は
、
熱
量
変
更
計
画
に
係

る
熱
量
変
更
に
着
手
す
る
日
（
当
該
着
手
す
る
日
か

ら
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係
る
熱
量
変
更
が
完
了
す

る
日
（
以
下
「
熱
量
変
更
完
了
予
定
日
」
と
い
う
。
）

ま
で
の
期
間
が
二
年
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
熱

量
変
更
完
了
予
定
日
の
一
年
前
の
日
。
）
前
五
年
以

内
に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
を
い
う
。

三
　
「
熱
量
変
更
費
用
」
と
は
、
熱
量
変
更
に
要
す
る

費
用
と
し
て
熱
量
変
更
計
画
に
記
載
さ
れ
た
費
用
の

う
ち
、
ガ
ス
熱
量
変
更
引
当
金
の
積
立
て
を
開
始
す

る
事
業
年
度
後
の
事
業
年
度
に
お
い
て
支
出
さ
れ
る

と
見
込
ま
れ
る
費
用
を
い
う
。

（
指
定
）

第
二
条
　
経
済
産
業
大
臣
（
供
給
区
域
が
一
の
経
済
産
業

局
又
は
中
部
経
済
産
業
局
電
力
・
ガ
ス
事
業
北
陸
支
局

の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
者
（
当
該
供
給
区
域
内
に

お
け
る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
取
付
数
が
百
万
個
を
超
え
る

も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
供
給
区
域
を
管

轄
す
る
経
済
産
業
局
長
又
は
中
部
経
済
産
業
局
電
力
・

ガ
ス
事
業
北
陸
支
局
長
。
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
熱
量
変
更
計
画
を
届
け
出
た
一
般
ガ
ス
事
業
者
で

あ
っ
て
、
ガ
ス
熱
量
変
更
引
当
金
を
積
み
立
て
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
指
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
積
立
て
）

第
三
条
　
前
条
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
一
般

ガ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
適
用
事
業
年
度
に
お

い
て
、
熱
量
変
更
計
画
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の

う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
を
ガ
ス
熱
量
変
更
引
当
金

と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係
る
熱
量
変
更
費
用
の
見

積
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
「
累
積

限
度
額
」
と
い
う
。
）
に
当
該
事
業
年
度
の
月
数
を

乗
じ
て
こ
れ
を
六
十
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額

二
　
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
熱
量
変

更
計
画
に
係
る
累
積
限
度
額
か
ら
前
事
業
年
度
か
ら

繰
り
越
さ
れ
た
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係
る
ガ
ス
熱

量
変
更
引
当
金
の
金
額
（
前
事
業
年
度
終
了
の
日
ま

で
に
次
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

取
り
崩
す
こ
と
と
さ
れ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
を
控
除
し
た
金
額

（
取
崩
し
）

第
四
条
　
指
定
一
般
ガ
ス
事
業
者
は
、
当
該
熱
量
変
更
計

画
に
係
る
熱
量
変
更
費
用
を
最
初
に
支
出
し
た
日
以
後

に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
い
て
、
前
事

業
年
度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係

る
ガ
ス
熱
量
変
更
引
当
金
の
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
ガ
ス
熱
量
変
更
引
当
金
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
最
も
多
い
金
額
（
当
該

金
額
が
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
前
事
業
年

度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係
る
ガ

ス
熱
量
変
更
引
当
金
の
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当

該
ガ
ス
熱
量
変
更
引
当
金
の
金
額
）
に
相
当
す
る
金
額

を
取
り
崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前

四
年
以
内
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
に
お
い
て
支
出

さ
れ
た
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係
る
熱
量
変
更
費
用

の
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
に
当

該
事
業
年
度
の
月
数
を
乗
じ
て
こ
れ
を
六
十
で
除
し

て
計
算
し
た
金
額

二
　
当
該
事
業
年
度
が
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係
る
熱

量
変
更
完
了
予
定
日
の
翌
日
か
ら
四
年
を
経
過
す
る

日
を
含
む
事
業
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
事
業

年
度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係

る
ガ
ス
熱
量
変
更
引
当
金
の
金
額

２
　
指
定
一
般
ガ
ス
事
業
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と

き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
熱
量
変
更

計
画
に
係
る
熱
量
変
更
費
用
を
最
初
に
支
出
し
た
日
以

後
に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
、
当
該
事
業
年

度
に
支
出
し
た
熱
量
変
更
費
用
の
金
額
（
当
該
金
額
が

当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
前
事
業
年
度
か
ら

繰
り
越
さ
れ
た
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係
る
ガ
ス
熱
量

変
更
引
当
金
の
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
ガ
ス

熱
量
変
更
引
当
金
の
金
額
）
に
相
当
す
る
金
額
を
取
り

崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
一
般
ガ
ス
事
業
者
は
、
当
該
事
業
年
度
終
了
の

日
に
お
け
る
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係
る
ガ
ス
熱
量
変

更
引
当
金
の
金
額
が
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係
る
累
積

限
度
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
金
額
を
取
り

崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
指
定
一
般
ガ
ス
事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
積

み
立
て
ら
れ
た
当
該
熱
量
変
更
計
画
に
係
る
ガ
ス
熱
量

変
更
引
当
金
に
つ
い
て
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
取
り

崩
す
と
き
又
は
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
経

済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
を
除
き
、
当
該
引

当
金
を
取
り
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
し
、

平
成
七
年
三
月
一
日
以
降
に
終
了
す
る
事
業
年
度
か
ら

適
用
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
六
条
の
二
に
規
定

す
る
ガ
ス
熱
量
変
更
準
備
金
を
積
み
立
て
た
一
般
ガ
ス

事
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
熱

量
変
更
費
用
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
租
税

特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三

号
）
第
三
十
二
条
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
通
商
産

業
大
臣
が
認
定
し
た
金
額
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
〇
日
通
商
産
業
省

令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産

業
省
令
第
二
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。
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